
 ⅩⅢ  危険物明細書のシステム化                    

第17回海上合同ＷＧ 資料13 

平成27年５月15日 
 

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社 



１.  危険物明細書のシステム化（背景） 

項
番 項   目 内     容 

１ 主な検討課題 危険物明細書のシステム化を検討 

２ 検討概要 １．危険物明細書（通称：赤紙） 
  危険物の運送を依頼する者（荷送人）とその運送を引き受ける者（運送人：船舶所有者又は船長） の 
 間で締結される運送契約の対象となる危険物の明細を運送人に通知するとともに、荷送人が運送を依頼 
 した危険物が関係規則に適合していることを運送人に対し証明するための書類である。 
 
２．検討内容 
  現在、上記「危険物明細書」については、マニュアル（紙）ベースでの運用が行われているが、第６ 
 次ＮＡＣＣＳにおいてシステム化を図り、情報の流用等による業務の効率化を実現する。 

3 検討結果 １．「危険物明細書」作成のための新規業務を提供する。 
 
２．前記１で作成される「危険物明細書」情報を利用して「危険物積荷一覧リスト」の作成を可能とする。 
 
３．「危険物明細書」情報を流用して、「危険物・有害物事前連絡表」（通称：白紙）の作成を可能とする  
 （危険物・有害物事前連絡表の既存様式（ブランク）への印字を可能とする。）。 

 ＣＹ搬出入サブＷＧにおける検討状況については、平成26年11月の第11回海上合同ＷＧにおいて中間報告を行った
が、当該報告において「危険物明細書のシステム化」については、別途ＷＧに提案することとされている。 
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２. 危険物明細書作成の作成フロー 
現状における危険物明細書の作成フローについて 

2 

C 
Y 

保
税
蔵
置
場
・
Ｃ
Ｆ
Ｓ 

Ｎ
Ｖ
Ｏ
Ｃ
Ｃ 

危険物明細書※ 
の作成・送付 

危険物明細 
の通知 

輸
出
入
者 

船
社 

危険物明細書 
の追記・送付 

危険物積荷一覧リスト 
危険物明細書（原本） 

危険物コンテナ収納検査証 
の送付 

危険物積荷 
一覧書の作成 

危険物明細書 
の受領（原本） 

収納検査 
依頼 

化学物質等安全 
ﾃﾞｰﾀｼｰﾄの送付 

or 

地方運輸局長又は 
登録検査機関 

危険物ｺﾝﾃﾅ収納 
検査証（原本）の送付 

保税蔵置場でのバンニング
作業前までに送付。 

※内航船の場合、作成しな
い。（事前連絡表をス
テベに提出） 

危険物ｺﾝﾃﾅ収納 
検査証の受領 

≪収納検査対象危険物以外の場合≫ ≪収納検査対象危険物の場合≫ 

or 

危険物ｺﾝﾃﾅ収納 
検査証の保管 

or 

海
貨 

危険物積荷一覧 
リストの作成 

危険品明細書の項目にはない、 
船のロケーションＮＯ．等 
の情報を追加する。 

※危険物明細書及びコンテナ危険物明細書 

危険物明細書 
(写）の保管 

危険物ｵﾝﾗｲﾝ 
申請ｼｽﾃﾑ 

or 

郵送・バイク便等 

FAX Eメール 

書類 

仮陸揚時には 
新たに作成しな
い。 



３．危険物明細書のシステム化フロー（案） 
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４.  危険物明細情報登録業務の概要 

業 務コード 業 務 名 業 務 概 要 入力者 

ＤＤＲ 危険物明細情報登録 危険物明細情報の登録・訂正・取消しを行う。 輸出入者、海貨業、 
ＮＶＯＣＣ、保税蔵置場 

ＤＤＲ０１ 危険物明細情報（危険物・有
害物事前連絡表）登録 

入力された内容に基づいて「危険物・有害物事前連絡表」の書式に合
わせて印字可能となる情報を出力する。 

輸出入者、海貨業、 
ＮＶＯＣＣ、保税蔵置場 

ＤＤＲ１１ 危険物明細情報確認呼出し 新規登録・訂正・削除のために、システムに登録された情報を呼び出
す。 

輸出入者、海貨業、 
ＮＶＯＣＣ、保税蔵置場 

ＤＤＣ 危険物明細情報確認 システムに登録された危険物明細情報を確認または訂正依頼を行う。
本業務において確認完了された場合は、ＤＤＲ業務不可となる。 ＣＹ、船舶代理店、船会社 

ＤＤＣ１１ 危険物明細情報確認呼出し 「訂正依頼」・「確認完了」のために、システムに登録された情報を
呼び出す。 ＣＹ、船舶代理店、船会社 

ＤＣＲ 危険物明細受付完了日登録 危険物明細情報の登録受付完了日時を設定することにより、登録受付
完了日時以降はＤＤＲ業務による登録・訂正・削除を実施不可とする。 ＣＹ、船舶代理店、船会社 

ＤＣＲ１１ 危険物明細受付完了日呼出し 新規登録・訂正・削除のために、システムに登録された情報を呼び出
す。 ＣＹ、船舶代理店、船会社 

ＩＤＲ 危険物明細情報照会 システムに登録された危険物明細情報を照会する。 輸出入者、海貨業、 
ＮＶＯＣＣ、保税蔵置場 

ＤＬＲ 危険物積荷一覧情報登録 「登録完了」した危険物明細情報を対象として危険物積荷一覧情報を
登録し、Dangerous Cargo List帳票を入力者に出力する。 

ＮＶＯＣＣ、ＣＹ、 
船舶代理店、船会社 

ＤＬＲ１１ 危険物積荷一覧情報呼出し 新規登録・訂正・削除のために、システムに登録された情報を呼び出
す。 

ＮＶＯＣＣ、ＣＹ、 
船舶代理店、船会社 

（１）新規業務 
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（２）オンライン業務の変更 
業 務コード 業 務 名 変 更 内 容 備 考 

ＩＶＫ 船舶コード照会 危険物明細受信可能表示を出力対象項目に設ける。 当該項目にて、危険物明細書をＮＡＣＣＳで受け付
ける船会社か否かを参照する。 



５.  危険物明細情報登録業務の詳細（１） 

業 務 名 業 務 仕 様 

危険物明細 
情報登録

（ＤＤＲ） 

業務内容 危険物明細情報の登録を行い、訂正・取消機能も兼ねる。入力可能業種は、輸出入者、海貨業、ＮＶＯＣＣ、保
税蔵置場とする。 

登録機能 

①危険物明細情報の登録をブッキング番号単位で行い、危険物明細情報番号を払い出す。 
②１ブッキングあたり、２００ＵＮ品目を一度に入出力可能とする。１ブッキングで２０１ＵＮ品目以上、及び
複数のコンテナ収納責任者を登録する場合は、任意の分割ブッキング番号枝番を使用して入力する。 
③以下の項目に関して、上位欄と同じであれば省略可とする。出力では、各項目配下の項目も補完する。 
 ａ）国連番号（ＵＮ Ｎｏ．） 
  補完項目：危険物名等の危険物明細関連項目（危険物明細書 書式項番：１４） 
 ｂ）コンテナ番号 
  補完項目：シール番号等のコンテナ関連項目（危険物明細書 書式項番：１６，１７，１８，１９） 

訂正機能 ①危険物明細情報の訂正を行う。 
②上記の訂正は当初登録者と最終更新者、及び登録時の通知先に指定した利用者が可能とする。 

取消機能 ①危険物明細情報の取消しを行う。 
②上記の取消しは当初登録者と最終更新者、及び登録時の通知先に指定した利用者が可能とする。 

システム 
チェック 

①危険物明細受信可能（危険物明細書をＮＡＣＣＳで受け付ける）表示が設定されていない船舶運航船会社コー
ドに紐付く船舶コードは入力不可とするチェックを行う。 
②船舶コード ｘ 航海番号 ｘ 船積港コードの組み合わせに対して、500ＵＮ品目以下であることをチェックする。 
③貨物識別が「Ｃ：コンテナ番号」の場合、以下の処理を行う。 
 ａ） 登録完了識別に「Ｅ」が入力された場合、コンテナ番号の入力があるかチェックを行う。 
 ｂ） 登録完了識別に「Ｅ」が入力されていない場合、「登録完了するためには追記が必要」である旨を注意 
   喚起するワーニングメッセージを出力する。  
④登録完了識別「Ｅ」が登録された場合、危険物明細情報確認（ＤＤＣ）業務で「訂正依頼」識別が登録される
まで、訂正・取消しを不可とする。 
⑤登録完了識別「Ｅ」を登録する場合、通知先（CY）または通知先（ブッキング船会社）を必須入力とする。 
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５.  危険物明細情報登録業務の詳細（２） 

業 務 名 業 務 仕 様 

危険物明細 
情報登録

（ＤＤＲ） 

出力情報 
①出力情報におけるＵＮ品目は、コンテナ番号、国連番号（ＵＮ Ｎｏ．）、引火点の昇順でソートする。 
②「その他必要記載事項」項目への入力が２００桁を超えた場合、対象項目への出力情報は「SEE ANOTHER 
ADDITIONAL DESCRIPTION  DATA」へ出力し、その情報については、別の出力情報である「危険物明細 
その他必要記載事項別リスト」に出力する。尚、７００桁を超える場合、その次の欄に出力する。 

登録通知の 
送信先 

以下の利用者に登録通知を送信する。 
 ａ）登録・訂正・取消しの登録者 
 ｂ）通知先※に指定された利用者 
 ※通知先欄は、通知先（ＣＹ）、通知先１、通知先２、通知先（ブッキング船会社）、通知先（船舶代理店） 
 とする。 
 ｃ）ブッキング番号を更新した場合、旧ブッキング番号の登録者 
 ｄ）貨物識別が「Ｃ：コンテナ貨物」の場合でかつ登録完了識別に「Ｅ」が入力される場合、当初登録者 
 ｅ）貨物識別が「Ｚ：在来貨物」の場合でかつ登録完了識別「Ｅ」が入力される場合、当初登録者及び 
  「以下の判定により決定される出力先」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

危険物・有害物 
事前連絡表 

（白紙）への 
出力について 

①「事前連絡表出力要否」欄に「Ｙ」を入力し、ＤＤＲ業務を実施した場合、危険物明細情報から「危険物・有
害物事前連絡表」（白紙）の登録に流用可能な項目を補完し、「危険物・有害物事前連絡表」（白紙）登録画面
（ＤＤＲ０１業務）に遷移する。 
②出力用紙は現在と同様の「危険物・有害物事前連絡表」（白紙）を使用する。 

出力条件 出力先 

入力された船舶運航船会社コードに関して、船会社ＤＢに、
入力された積出港と一致する港の利用者の設定がある場合 左記の条件を満たす船会社利用者コード 

入力された船舶運航船会社コードに関して、船会社ＤＢに、
入力された積出港と一致する港の利用者の設定がない場合 入力された船舶運航船会社コード 
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６.  危険物明細情報登録 関連業務の詳細（１） 

業 務 名 業 務 仕 様 

危険物明細情報登録 
（危険物・有害物事前 

連絡表） 
（ＤＤＲ０１） 

①入力された内容に基づいて「危険物・有害物事前連絡表」（白紙）を入力者に出力する。 
②危険物明細情報登録（ＤＤＲ）業務で「事前連絡表出力要否」欄に「Ｙ」を入力して業務を実施することで、危険物
明細情報から「危険物・有害物事前連絡表」（白紙）の登録に流用可能な項目を補完した状態でＤＤＲ０１業務の画面
が表示される。 
※詳細は本資料P11、12「危険物明細情報登録（危険物・有害物事前連絡表）（ＤＤＲ０１）業務について」を参照。 

危険物明細情報登録 
呼出し 

（ＤＤＲ１１） 

①ブッキング番号またはＮ-Ｓ/Ｉ番号から、危険物明細情報登録に必要な情報を呼び出す。 
②訂正・取消しの場合は危険物明細情報登録（ＤＤＲ）業務で払い出された危険物明細情報番号からも危険物明細情報
を呼び出し可能とする。 
③最後に登録された以下の通知先を呼出し補完する。 
 「通知先（船舶代理店）」、「通知先（ブッキング船社）」、「通知先（ＣＹ）」 
④利用可能者：輸出入者、海貨業、ＮＶＯＣＣ、保税蔵置場 

危険物明細情報確認 
（ＤＤＣ） 

①危険物明細情報の確認結果をブッキング番号単位で登録する。 
②入力項目は、処理識別（確認完了、訂正依頼）、記事欄（３５０桁ｘ５欄）。 
③処理識別「確認完了」を登録した場合、確認完了した旨をシステムに登録し、危険物明細情報を指定した確認者に送
信する。確認者は危険物明細ＤＢに登録されている船舶運航船会社、通知先（ＣＹ）、通知先（ブッキング船会社）と
する。 
④処理識別「訂正依頼」を登録した場合、記事欄に訂正内容等を入力し、指定した通知先及び当初登録者（呼出し（Ｄ
ＤＣ１１）業務実施時は当初登録者をデフォルト表示）に出力する。 
⑤処理識別「訂正依頼」を登録した場合、危険物明細情報登録（ＤＤＲ）業務の「登録完了識別「Ｅ」登録後は訂正・
削除ができない」制限を解除する。 
⑥利用可能者：ＣＹ、船会社、船舶代理店 

危険物明細情報確認 
呼出し 

（ＤＤＣ１１） 

①危険物明細情報確認（ＤＤＣ）業務に先立ち、登録済み危険物明細情報を危険物明細情報番号から呼び出す。 
②通知先（１）に当初登録者を呼出し補完する。 
③通知先（２）に危険物明細情報登録（ＤＤＲ）業務を最後に実施した利用者を呼出し補完する。 
④利用可能者：ＣＹ、船会社、船舶代理店 
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６.  危険物明細情報登録 関連業務の詳細（２） 

業 務 名（業務コード） 業 務 仕 様 

危険物明細受付完了日 
登録 

（ＤＣＲ） 

①以下の単位に登録受付完了日時を設定する。（登録受付完了日時：危険物明細情報登録における締切日時） 
 ・コンテナの場合：船舶コード、航海番号、積出港、コンテナオペレーション会社コード、船会社コード 
 ・在来貨物の場合：船舶コード、積出港   
②登録受付完了日時以降は危険物明細情報登録（ＤＤＲ）業務による登録・訂正・削除を実施不可とする。 
③本業務実施者は登録受付完了日時の訂正、削除を実施可能とする。 
④利用可能者：ＣＹ、船会社、船舶代理店 
※入力画面については本資料P13「危険物明細受付完了日登録（ＤＣＲ）業務について」を参照。 
※詳細については検討中 

危険物明細受付完了日 
登録呼出し 

（ＤＣＲ１１） 
ＤＣＲ業務で登録した受付完了日を変更する場合に該当する情報を呼び出す。 
※詳細については検討中 

危険物明細情報照会 
（ＩＤＲ） 

①システムに登録された危険物明細情報の照会を可能とする。 
②利用可能者：登録者及び登録時に通知先として指定された利用者 

危険物積荷一覧情報登録 
（ＤＬＲ） 

①危険物積荷一覧を登録・訂正する。 
②危険物明細情報登録（ＤＤＲ）業務において登録完了識別「E」が入力された情報を対象とする。 
③グリッド入力を可能とする。 
④「危険物明細情報登録（ＤＤＲ）」業務により、登録完了識別に「Ｅ」が入力されていない危険物明細情報がある 
場合、ワーニングを出力する。 
⑤（本業務で入力された）船積予定年月日時（ＣＹカット日）以降の登録・訂正・取消しは不可とする。 
⑥Dangerous Cargo List（危険物積荷一覧情報）を入力者に出力する。 
⑦利用可能者：ＮＶＯＣＣ、ＣＹ、船舶代理店、船会社 

危険物積荷一覧 
情報登録呼出し 
（ＤＬＲ１１） 

①新規登録のために、危険物明細情報から危険物積荷一覧登録に必要な情報を呼び出す。 
②訂正・取消しのために登録済みの危険物積荷一覧情報を呼び出す。 
③「危険物明細情報登録（ＤＤＲ）」業務により、登録完了識別欄に「Ｅ」が入力されていない危険物明細情報がある
場合、登録完了及び確認状況を表示し、ワーニングを出力する。 
④利用可能者：ＮＶＯＣＣ、ＣＹ、船会社、船舶代理店 
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６.  危険物明細情報登録 関連業務の詳細（３） 

業 務 名 業 務 仕 様 

オンライン業務の変更 
について 

「船舶コード照会（ＩＶＫ）」業務（既存） 
危険物明細受信可能表示を出力対象項目に設ける。（当該業務にて、危険物明細情報をＮＡＣＣＳ経由で受け付ける 
船舶運航船会社（船会社）か否かを確認する。） 

危険物明細情報ＤＢ 
について 

①登録・訂正された「船積予定年月日時（ＣＹカット日）」から１００日で削除する。日・祝は含めない。 
②ブッキング番号の訂正が行われた日から、旧ブッキング番号に係る情報は、１日で削除する。 
③取消しが行われた日から１日で削除し、取消しが実施された同日中の訂正を可能とする。 

危険物積荷一覧ＤＢ 
について 

①登録・訂正された「船積予定年月日時（ＣＹカット日）」から１００日で削除する。日・祝は含めない。 
②取消しが行われた日から１日で削除し、取消しが実施された同日中の訂正を可能とする。 
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７. 出力帳票（危険物明細情報）（案） 
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８. 危険物積荷一覧リスト（案） 
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ＤＤＲ０１入力画面 

船会社名 

品名 

国連番号 

入港予定日 

蔵置場所 

CCCCC 

DDDDD 

・ 
・ 
・ 
 

AAAAA 

船会社名 

ＤＤＲ入力画面 

通知先 

品名 

国連番号 

AAAAA 

BBBBB 

CCCCC 

DDDDD 

・ 
・ 
・ 
 

事前連絡表出力要否 Y 

《補足１》危険物明細情報登録（危険物・有害物事前連絡表）（ＤＤＲ０１）業務について（１） 

共通す
る項目
は。 

共通す
る項目
は。 

③共通する項目
が自動的に補完
される。 

共通しない項
目を 
入力する。 

④a 共通しない項
目を入力する。 

危険物・有害物事前連絡表 

船会社名 

品名 

国連番号 

入港予定日 

蔵置場所 

CCCCC 

DDDDD 

 
・ 
・ 
 

EEEEE 

FFFFFF 

AAAAA 

⑤登録した内容が「危
険物・有害物事前連絡
表」書式に出力される。 

①。 ①。 ①。 
①危険物明細書
（赤紙）情報を
入力する。 

②a「危険物明細情報」 
帳票が出力される。 

危険物明細情報 

船会社名 

品名 

国連番号 

CCCCC 

DDDDD  
・ 
・ 
・ 
 

AAAAA 

シール番号 12345 

②b 出力要否識別「Y」を
入力した場合ＤＤＲ０１画
面に遷移する。 

《ＤＤＲ０１業務の業務フロー》 

【危険物明細情報】帳票 【危険物・有害物事前連絡表】書式 

送信 

④b 「危険物・有害物事前 
連絡表」書式をプリンター
にセットして印刷する。 

印刷部分の詳細なイメージ 
については次ページを 
参照願います 
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ＤＤＲ０１入力画面 
船会社名 

品名 

国連番号 

入港予定日 

蔵置場所 

CCCCC 

DDDDD 

・ 
・ 
・ 
 

EEEEE 

FFFFFF 

AAAAA 

《補足１》危険物明細情報登録（危険物・有害物事前連絡表）（ＤＤＲ０１）業務について（２） 
《ＤＤＲ０１業務の業務フロー（印刷部分イメージ）》 

送信 

CCCCC 

DDDDD 

EEEEE 

FFFFFF 

AAAAA 

④ａ－１ 必要な項目を
入力後に送信ボタンを押
下する。 

④ａ－２ 項目の値のみ
が印刷対象としてプリン
ターに送信される。 

危険物・有害物事前連絡表 

船会社名 

品名 

国連番号 

入港予定日 

蔵置場所  
・ 
・
・ 
 

④b－１ 「危険物・有害物
事前連絡表」書式が印刷さ
れた用紙をプリンターに
セットする。 

出力データ 
（パッケージソフト印刷イメージ） 

印刷用紙（書式印刷済） 入力画面 

用紙をセット 

印刷 

荷役 積荷 ﾚ 揚荷 ○ 荷役 １.積荷 ２.揚荷 

危険物・有害物事前連絡表 

船会社名 

品名 

国連番号 

入港予定日 

蔵置場所 

CCCCC 

DDDDD 

 
・ 
・
・ 
 

EEEEE 

FFFFFF 

AAAAA 

荷役 １.積荷 ２.揚荷 ○ 

⑤登録した内容が「危
険物・有害物事前連絡
表」書式に出力される。 
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《補足２》危険物明細受付完了日登録（ＤＣＲ）業務について 

 下記の「危険物明細受付完了日登録（ＤＣＲ）」業務画面で、複数船会社を一括で登録する場合は①
の受付完了日時を登録する。 
 船会社が自社分を登録する場合は②の受付完了日時を登録する。 

船舶＊ 港＊ ＣＹ 

受付完了日時 

船会社 受付完了日時 １ 

受付完了日時 …
 

受付完了日時 ２０ 

２ 

受付完了日時 １９ 

船会社 

船会社 

船会社 

航海番号 

航海番号 

航海番号 

航海番号 

① 

② 

ＤＣＲ業務の入力画面イメージ 
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